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開放型経済新体制の構築に関する
若干の意見 
 

【要点】 

○ 中国共産党中央委員会、国務院は、2015年9月17日に新華社経由で「開放型経済新体制の構築に

関する若干の意見」（中国語名「关于构建开放型经济新体制的若干意见」、以下「意見」）を発

表した。 

○ 中国は、対外開放政策を実施し、世界経済との関係を深めることで高成長を遂げてきた。世界経

済との関係深化は、対内・対外投資からも見て取れる。対内投資は、2014年末現在フローで世界

第1位の1,285億ドル、ストックで世界第4位の1兆853億ドル、対外投資もそれぞれ世界第3位の

1,160億ドル、世界第9位の7,296億ドルに達している。もっとも、世界経済の多極化やグローバ

ル化の新情勢、中国経済の「新常態」への移行等を受けて、これまでの対外開放政策の見直しが

急務となっている。開放経済への更なる移行に必要な政策措置を示したのが、この「意見」だ。 

○ 「意見」では、8大政策措置が打ち出された。具体的には、①外国企業投資管理体制の革新（内

外資の法律・法規の一本化、「参入前の内国民待遇」にネガティブリストを加えた管理モデルの

推進等）、②海外進出を促進する新体制の構築（海外進出戦略の見直し、対外投資協力方式の革

新等）、③貿易の持続的発展を促す新たなメカニズムの構築（貿易の円滑化と新たな競争優位の

育成、サービス貿易促進体制の構築等）、④対外開放地域の配置の最適化（自由貿易試験区の建

設、内陸開放を促す新たなメカニズムの構築等）、⑤「一帯一路」戦略の実施加速（インフラの

相互接続の推進、沿線諸国との経済貿易協力の深化等）、⑥国際経済協力の新たな空間の開拓（世

界の貿易体制・ルールの堅持、レベルの高いFTAネットワークの構築等）、⑦開放的で安全な金

融体系の構築（金融業開放の拡大、海外進出に対する金融支援体制の確立等）、⑧安定的で公平・

透明・予測可能なビジネス環境の整備（開放型経済を支える法制度の整備等）である。 

○ また、「意見」は、これらの政策措置の履行を支援・保障するための措置の強化（開放的な人材

政策の実施、開放戦略を策定するシンクタンクの育成等）や開放型経済の安全保障体制の構築（海

外進出に係るリスク防止体制の構築や金融リスク防止体制の健全化等）にも言及している。 
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【構成(概要)】 

「開放型経済新体制の構築に関する若干の意見」 

（中国共産党中央委員会・国務院） 

成立日：2015年5月5日、発表日：2015年9月17日 

1.全体方針：市場による資源配分の新体制、経済の運営管理の新モデル、全方位的な開放の新局

面、国際協力・競争の新たな強みを形成し、安全で効率的な開放型経済新体制を構築する。 

2.外国企業投資管理体制の革新：内外資の法律・法規の一本化、「参入前の内国民待遇」にネガ

ティブリストを加えた管理モデルの推進、外国企業の投資に対する監督管理体制の改善等。 

3.海外進出を促進する新体制の構築：海外進出戦略の見直し、海外投資の円滑化、対外投資協力

方式の革新、海外進出支援体制の健全化、外資導入と海外進出の有機的結合等。 

4.貿易の持続的発展を促す新たなメカニズムの構築：貿易の円滑化と新たな競争優位の育成、サ

ービス貿易促進体制の構築、品質・効率志向型の貿易政策の実施、貿易摩擦対応体制の強化等。 

5.対外開放地域の配置の最適化：自由貿易試験区の建設、内陸開放を促す新たなメカニズムの構

築、国境地域開放試験区の育成、沿海部の開放度向上、香港・マカオ・台湾への開放の拡大等。 

6.「一帯一路」戦略の実施加速：インフラの相互接続の推進、沿線諸国との経済貿易協力の深化、

科学技術・文化交流の密接化、海洋経済協力の積極的な推進等。 

7.国際経済協力の新たな空間の開拓：世界の貿易体制・ルールの堅持、レベルの高いFTAネットワ

ークの構築、グローバル経済のガバナンスへの積極的な参加、多国・二国間、全方位的な経済

貿易協力の新たな枠組みの構築、国際通商交渉の新たなメカニズムの構築等。 

8.開放的で安全な金融体系の構築：金融業開放の拡大、資本市場の双方向かつ秩序ある開放の促

進、海外進出に対する金融支援体制の確立、人民元のクロスボーダー利用の拡大等。 

9.安定的で公平・透明・予測可能なビジネス環境の整備：開放型経済を支える法制度の整備、開

放に適応可能な企業の育成、競争環境の最適化と技術革新環境の改善、業界団体の役割強化等。 

10.支援・保障措置の強化：開放的な人材政策の実施、開放戦略を策定するシンクタンクの育成、

国際文化交流の促進と対外宣伝の強化等。 

11.開放型経済の安全保障体制の構築：外国企業の投資に対する国家安全審査メカニズムや海外進

出に係るリスク防止体制の構築、通商安全保障制度の整備、金融リスク防止体制の健全化等。 

 

＊中国語全文は、http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/17/content_2934172.htm 

から入手可能（2015年10月30日アクセス） 

以 上 
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